
重層的支援体制整備事業（試行）の報告

令和７年１月29日

保健福祉支援部保健福祉課

資料２



国 港区

平成30年度
改正社会福祉法の施行
区市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨を規定

令和元年度 包括的な支援体制について検討開始

令和３年度
改正社会福祉法の施行
「重層的支援体制整備事業」の創設

令和４年度 「福祉総合窓口」の設置

令和６年度 ★重層的支援体制整備事業 試行実施

令和７年度 ★重層的支援体制整備事業 開始予定

包括的な支援体制整備に関する経緯

地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、属性を問わない包括的な支援体制を構築をするために、重層的支援体制整備事業が

創設されました。区は事業の一部を港区社会福祉協議会へ委託し、令和６年度試行実施、令和７年度の開始を目指します。

【参考】
・実施自治体数 （令和３年度）４２自治体 （令和４年度）１３４自治体 （令和５年度）１８９自治体 （令和６年度予定※）３４６自治体
・特別区実施自治体数 （令和３年度）１区 （令和４年度）３区 （令和５年度）６区 （令和６年度予定※）１１区

※令和５年10月時点
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住民同士のつながり合や支え合い、見守り、多様な活動の

場、サロンなどの事業等を通じ、地域社会からの孤立を防

ぐとともに多世代の交流や多様な活躍の機会・役割を生み

出します。（緩やかなつながりによるセーフティネット） 

  

多機関協働事業・支援プランの作成（新規） 

 
複雑化・複合化した事例に対応する関係機関の役割分担、支援の方向性の整理等の事

例全体の調整機能の役割を担います。 
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アウトリーチ等を通じた継続的支援事業（新規）  

  時間をかけた丁寧な働きかけを行い、まずは信頼関係の構築に向けた支援に力点を置

きます。本人に寄り添い、必要な支援が届いていない人を適切な支援につなげます。 

※高齢・障害・子ども・生活困窮等の各分野で対応可能な場合は特定分野のアウトリーチ事業

と役割を分担します。     （各分野アウトリーチ 例） 

 

  

 

参加支援事業（新規） 

 既存の各制度における支援では対応できない個別性の高いニー

ズがある者に対し、本人や世帯の状況に寄り添い、地域の社会資源

などを活用して社会との繋がりを段階的に回復する支援を行いま

す。 

 ※地域の社会資源等を活用して、支援ニーズに沿った受入先の選

定、マッチング及び定着支援（フォローアップ）を行います。 

（受け皿となる地域資源等 85か所） 

 

港区重層的支援体制整備事業イメージ ２ 
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 支援会議 （守秘義務あり・本人の同意なしでも開催可能）（新規） 

（対象）個人情報の共有の本人同意が取れない状況にあり、支援が必要な状況にあるにも関わら 

ず支援が届いていない者 

①気になる事例の情報提供・情報共有 

②見守り体制と支援方針の検討 ③緊急性のある事案への対応 
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☚他の世帯員も支援が必要だが、本人同意が取れない 

重層的支援会議 

関係機関の役割分担や支援の方向性を整理したプランを協議する等の役割を持つ会議体 
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地域づくり事業（既存）   35か所 


